
介護支援 動画①
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介護保険

保険給付
介護給付
予防給付

市町村特別給付

地域支援事業
総合事業

包括的支援事業
任意事業

・どちらも覚えることは多いが、出題数は圧倒的に保険給付が多い
・勉強の配分も8：2がおすすめ
・保険給付（介護給付・予防給付）を理解するのに役立つ4つの〇について説明

８ ２

２つ目のマル
1・2号被保険者
(保険料を払っている人)約7,700万

１つ目のマル
収入がある人(納税者)約1億

３つ目のマル
認定を受けた人
(要介護・要支援)約680万

４つ目のマル
(保険給付)を受けている人

この4つの〇とからめて保険給付の全体像を説明していきます
お金の流れで理解すると分かりやすい
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1号 23％
2号 27%

被保険者の
人数で按分

3右側の2つ目の青い〇から集めるお金（保険料）について詳しくみていきます

特別会計という特別な財布にお金を集める

2つ目の〇

から集めた
保険料

1つ目の〇から
集めた税金〇

県の
一般
会計

市の

一般
会計

国の

一般
会計

国
25％

調整交付金は
お金のある市町村には少なめ
お金のない市町村には多め
①後期高齢者の加入割合
②1号被保険者の所得水準
③災害など特別の事情

国：定率分＋調整交付金分

施設給付費は
国20、県17.5（定率）、市12.5

調整交付金の5%とは違うので注意
調整交付金の5%は定率ではなく変動

公費50％ 保険料50％

県
12.5％

市
12.5％

市町村

１号２号

特別徴収普通徴収

医療保険者

支払基金 年金保険者

保
険
料
50

％

27％ 23％公
費
50

％

4

会社員、公務員、自営業者

保険料＝収入×保険料率

収入を把握しているところが

保険料率を決める

18万
以下特別会計

・青いところが2番目の〇の被保険者です
・1号のメインは年金から天引きされる特別徴収、普通徴収は連帯納付義務あり
・2号は順序が大事、名前が変わっていく
・集めたお金は市町村の特別会計に入る
・用語に注意：特別会計の割合(率)を決めるのは国、保険料率を決めるのは1号は市町村、2号は医療保険者

①
保険料

②
納付金

③
交付金

特別会計にお金が集まったら介護サービスを提供できる体制が整う
3つ目の黄色い〇について見ていきます
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市町村

１号２号

特別徴収普通徴収

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

申請・認定

保
険
料
50

％

27％ 23％

国
25

％

5

会社員、公務員、自営業者

認定者

・2つ目の青い〇の中で、保険で介護サービスを受けたい方（保険事故）が市町村に要介護・要支援認定を申請
・市町村は認定調査をして、介護認定審査会に審査判定を依頼
・市町村が認定するとが3つ目の黄色い〇の要介護・要支援認定者となる（約680万人）

3つ目の黄色い〇になった人は保険が使える権利を得ただけ
実際に保険を使う人4つ目の赤い〇について説明

市町村

１号２号

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

申請・認定

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連（白ルート）

国
25

％

6

会社員、公務員、自営業者

請求書

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

認定者

申請書

特別会計のお金が足りなくなったらどうするか？を解説

現物
(白)

償還
(黒)

・3つ目の黄色い〇に認定された人が保険で介護サービスを受け方る場合、2つの方式がある
・現物給付は事業者・施設から介護を受けた時に利用者負担を支払う方式（事業者・施設が国保連へ請求）
・償還払いは全額一度支払ってから市町村に申請をして返金を求める方式
・白ルート・黒ルートでかかった費用は特別会計から支払われる
・どういうときに白ルート・黒ルートになるのか、介護サービスの種類については別動画で解説
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市町村

１号２号

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

申請・認定

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

国
25

％

7

会社員、公務員、自営業者

請求書

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

認定者

申請書

負担割合→国

保険料率→1号市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

というのが保険給付のお金の流れ（入りと出）ですが、次のスライドで得点するためのポイントを解説

現物
(白)

償還
(黒)

都道府県 介護保険審査会財政安定化基金

・都道府県が設置する財政安定化基金からお金を融通してもらう
・都道府県には介護保険審査会も設置されている、それぞれの詳しい解説は別動画で解説

市町村

１号２号

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

申請・認定

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

国
25

％

8

会社員、公務員、自営業者

請求書

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

認定者

申請書

負担割合→国

保険料率→1号市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

ケアマネ試験の多くは入替え問題、専門用語の意味が分からなくても組み合わせが間違っていたら×

現物
(白)

償還
(黒)

都道府県 介護保険審査会財政安定化基金

国
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